
高知県耐震改修促進計画（第 2期計画）改正 新旧対照表

新 旧

第１章 （略）

第２章 （略）

第３章 耐震化促進のための施策

３．１～３．４ （略）

３．５ 建築物の総合的な安全対策

（１）～（３） （略）

（４）相談窓口の設置

図表３-６ 耐震化に関する相談窓口

名称 受付時間・連絡先 相談内容

住宅耐震相談センター
土、日、休日を除く（8:30～17:00）
Tel：088-823-9856

住宅の耐震化の補助事業などの支援制度に関すること
住宅の耐震診断、耐震設計、耐震改修に関する専門的な相談

火曜日・木曜日（13:30～16:30）
Tel：088-825-1231
Fax：088-822-1170

建築物の耐震化に関する専門的な相談

土、日、休日を除く（9:00～17:00）
Tel：088-825-1231
Fax：088-822-1170

（公社）日本建築家協会
四国支部　高知地域会

火曜日・木曜日・金曜日（10:00～16:00）
Tel：088-856-7898
Fax：088-855-6260

（公社）高知県建築士会
土、日、休日を除く（9:00～17:00）
Tel：088-822-0255
Fax：088-822-0612

（一社）高知県建設業
協会　建築部会

土、日、休日を除く（10:00～17:00）
Tel：088-824-6171
Fax：088-824-6173

耐震改修施工会社（工務店等）の紹介等

（一社）高知県中小
建築業協会

土、日、休日を除く（9:00～17:00）
Tel：088-822-0303
Fax：088-822-0304

住宅の耐震診断、耐震設計、耐震改修に関する無料相談
耐震補強工事施工会社（工務店等）の紹介等

（公財）住宅リフォーム紛
争処理支援センター

土、日、休日を除く（10:00～17:00）
Tel：0570-016-100

住まいのことならなんでも無料相談

（一社）高知県建築士
事務所協会

住宅の耐震診断、耐震設計、建築物の設計に関する無料相談

第１章 （略）

第２章 （略）

第３章 耐震化促進のための施策

３．１～３．４ （略）

３．５ 建築物の総合的な安全対策

（１）～（８） （略）

（４）相談窓口の設置

図表３-６ 耐震化に関する相談窓口

（住宅耐震相談センターの受付時間・連絡先の変更）

名称 受付時間・連絡先 相談内容

住宅耐震相談センター
土、日、休日を除く（9:30～16:30）
Tel：088-825-1240

住宅の耐震化の補助事業などの支援制度に関すること
住宅の耐震診断、耐震設計、耐震改修に関する専門的な相談

火曜日・木曜日（13:30～16:30）
Tel：088-825-1231
Fax：088-822-1170

建築物の耐震化に関する専門的な相談

土、日、休日を除く（9:00～17:00）
Tel：088-825-1231
Fax：088-822-1170

（公社）日本建築家協会
四国支部　高知地域会

火曜日・木曜日・金曜日（10:00～16:00）
Tel：088-856-7898
Fax：088-855-6260

（公社）高知県建築士会
土、日、休日を除く（9:00～17:00）
Tel：088-822-0255
Fax：088-822-0612

（一社）高知県建設業
協会　建築部会

土、日、休日を除く（10:00～17:00）
Tel：088-824-6171
Fax：088-824-6173

耐震改修施工会社（工務店等）の紹介等

（一社）高知県中小
建築業協会

土、日、休日を除く（9:00～17:00）
Tel：088-822-0303
Fax：088-822-0304

住宅の耐震診断、耐震設計、耐震改修に関する無料相談
耐震補強工事施工会社（工務店等）の紹介等

（公財）住宅リフォーム紛
争処理支援センター

土、日、休日を除く（10:00～17:00）
Tel：0570-016-100

住まいのことならなんでも無料相談

（一社）高知県建築士
事務所協会

住宅の耐震診断、耐震設計、建築物の設計に関する無料相談



新 旧

（５）～（８） （略）

（９）瓦屋根の耐震・耐風対策

台風の強風により、建築物の瓦屋根が脱落するなど大きな被害が発生

したことから、建築物の瓦の緊結方法を定めた告示の基準が強化された。

地震発生時には基準に適合しない瓦屋根が脱落・飛散した場合に、死傷

者が発生したり、避難時の通行に支障をきたす可能性がある。

このため、県及び市町村は瓦屋根の耐震・耐風対策の必要性を周知す

るとともに、瓦屋根の対策を実施する必要がある区域を県全域と指定し、基

準に適合しないおそれのある瓦屋根に対する支援を行う。

（以下、本文略）

別表１－１ 防災拠点建築物 指定一覧

馬路村集会センターうまなび

別表１－２～別表１－７ （略）

別表１－８ 防災拠点建築物 指定一覧

（報告期限：令和８年３月 31日、計画記載日：令和５年４月３日）

（以下、別表・別図略）

（５）～（８） （略）

（新規追加）

（以下、本文略）

別表１－１ 防災拠点建築物 指定一覧

（名称変更）馬路村就業改善センター

別表１－２～別表１－７ （略）

（新規追加）

（以下、別表・別図略）


